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平成 24 年 5 月 15 日 

 

実施方針の変更箇所新旧対照表 
 

変更前（平成 24 年 3 月公表） 変更後（平成 24 年 5 月公表） 

P4 1 1.1 （12） 

・ 事業契約締結：平成 25 年 3 月 

・ 事業期間：事業契約締結日～平成 43 年 3 月 31

日 

・ 設計・建設期間：事業契約締結日～平成 28 年

1 月末まで（解体工事を含むものとし、第一期

建設工事、第二期建設工事を分けて実施） 

・ 仮移転・引越し期間：第一期建設工事着工前、

第一期建設工事完了後、第二期建設工事完了後

にそれぞれ 2 ヶ月程度確保 

・ 維持管理期間：施設引渡し日～平成 43 年 3 月

31 日 

P4 1 1.1 （12） 

・ 事業契約締結：平成 25 年 6 月 

・ 事業期間：事業契約締結日～平成 43 年 3 月 31

日 

・ 設計・建設期間：事業契約締結日～平成 28 年

2 月末まで（解体工事を含むものとし、第一期

建設工事、第二期建設工事を分けて実施） 

・ 仮移転・引越し期間：第一期建設工事着工前、

第一期建設工事完了後、第二期建設工事完了後

にそれぞれ 1 ヶ月程度確保 

・ 維持管理期間：施設引渡し日～平成 43 年 3 月

31 日 

P5 1 1.1 （13） 【法令・条例等】 

s 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 

P5 1 1.1 （13） 【法令・条例等】 

s 公共建築物等における木材の利用の促進に関す

る法律（平成 22 年法律第 36 号） 

※ 上記法律を追加（地方自治法は、p.4 本文中に

記載済み） 

P5 1 1.1 （13） 【要綱・各種基準等】 

f 秋田県 建築工事特記仕様書（平成 23 年版 秋田

県建設交通部営繕課） 

g 秋田県 機械設備工事特記仕様書（平成 23 年版

秋田県建設交通部営繕課） 

h 秋田県 電気設備工事特記仕様書（平成 23 年版

秋田県建設交通部営繕課） 

P5 1 1.1 （13） 【要綱・各種基準等】 

f 秋田県 建築工事特記仕様書（平成 24 年版 秋田

県建設交通部営繕課） 

g 秋田県 電気設備工事特記仕様書（平成 24 年版

秋田県建設交通部営繕課） 

h 秋田県 機械設備工事特記仕様書（平成 24 年版

秋田県建設交通部営繕課） 

P8 2 2.2 （1） 

別紙参照 

P9 2 2.2 （2） 1） 

① 受付期間：平成 24 年 4 月上旬頃～4 月中旬頃

P9 2 2.2 （2） 1） 

① 受付期間：平成 24 年 3 月 30 日～4 月 27 日 

P9 2 2.2 （2） 2） 

実施方針に関する意見を踏まえ、特定事業の選定

を行った場合は、平成 24 年 5 月上旬頃に大館市ホ

ームページ上で公表する。 

P9 2 2.2 （2） 2） 

実施方針に関する意見を踏まえ、特定事業の選定

を行った場合は、平成 24 年 8 月中旬頃に大館市ホ

ームページ上で公表する。 
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変更前（平成 24 年 3 月公表） 変更後（平成 24 年 5 月公表） 

P9 2 2.2 （2） 3） 

② 提出日時：特定事業の選定以降、平成 24 年 6

月中旬頃まで 

③ 提出方法：「8.4」に記載の問い合わせ先に原則

として E メールにより提出すること。 

④ 通知方法：平成 24 年 6 月中旬頃以降、原則Ｅ

メールにて登録者にのみ通知するものとする。 

P9 2 2.2 （2） 3） 

② 提出日時：平成 24 年 6 月上旬頃～12 月中旬頃

まで 

③ 提出方法：「8.4」に記載の問い合わせ先に原則

として E メールにより提出すること。 

④ 通知方法：事前登録状況に応じて随時原則Ｅ

メールにて登録者にのみ通知する。 

P9 2 2.2 （2） 4） 

特定事業の選定を踏まえ、平成 24 年 6 月中旬頃に

入札説明書等を公告し、大館市ホームページ上で

公表する。 

P9 2 2.2 （2） 4） 

特定事業の選定を踏まえ、平成 24 年 9 月下旬頃に

入札説明書等を公告し、大館市ホームページ上で

公表する。 

P9 2 2.2 （2） 5） 

① 受付期間：入札説明書等公表の日～平成 24 年

7 月下旬頃 

P9 2 2.2 （2） 5） 

① 受付期間：入札説明書等公表の日～平成 24 年

10 月下旬頃（第 1 回） 

：平成 24 年 11 月上旬～11 月下旬頃（第 2 回） 

P10 2 2.2 （2） 6） 

なお、説明会は平成 24 年 6 月中旬頃を予定してお

り、詳細については特定事業の選定・公表時に示

す。また、事前申し込みは不要である（1 社当たり

の出席人数を制限することがある）。 

P10 2 2.2 （2） 6） 

なお、説明会は平成 24 年 10 月中旬頃を予定して

おり、詳細については特定事業の選定・公表時に

示す。また、事前申し込みは不要である（1 社当た

りの出席人数を制限することがある）。 

P10 2 2.2 （2） 7） 

① 受付期間及び時間：平成 24 年 11 月中旬頃 午

前 9 時～12 時、午後 1 時～4 時 

P10 2 2.2 （2） 7） 

① 受付期間及び時間：平成 25 年 2 月中旬頃 午

前 9 時～12 時、午後 1 時～4 時 

P11 2 2.3 （2） 1） 

なお、入札参加資格者登録がされていない企業が

参加を希望する場合には、「参加表明書、資格審査

申請書類、入札書及び事業提案の受付締切」まで

に、大館市建設部都市計画課（電話：0186-43-7084）

にて手続きを行い、登録されていること。 

P11 2 2.3 （2） 1） 

なお、入札参加資格者登録がされていない企業が

参加を希望する場合には、平成 25 年 1 月末までに、

大館市建設部都市計画課（電話：0186-43-7084）に

て手続きを行い、登録されていること。 

P18 4 4.1 （3） 

① 事業予定地 ：秋田県大館市字向町 3-1 

P18 4 4.1 （3） 

① 事業予定地 ：秋田県大館市字向町 3-1~2 

P22 8 8.1 

債務負担行為の設定に関する議案を平成 24 年 6 月

大館市定例議会に、また、事業契約に関する議案

は、協議が整い次第、速やかに議会に提出するも

のとする。 

P22 8 8.1 

債務負担行為の設定に関する議案を平成 24 年 9 月

大館市定例議会に、また、事業契約に関する議案

は、協議が整い次第、速やかに議会に提出するも

のとする。 

P22 8 8.4 

住 所：〒018-5701 

秋田県大館市比内町扇田新大堤下 93 番 6 号 

P22 8 8.4 

住 所：〒018-5792 

秋田県大館市比内町扇田字新大堤下 93 番 6 号 
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別紙 

 

変更前（平成 24 年 3 月公表） 変更後（平成 24 年 5 月公表） 

P8 2 2.2 （1） 

スケジュール（予定） 内容 
平成24年3月下旬頃 実施方針の公表 
平成24年4月上旬頃 実施方針に関する質問・意見の受付締切 
平成24年4月中旬頃 実施方針に関する質問・意見・回答の公表 
平成24年5月上旬頃 特定事業の選定・公表 
平成24年5月上旬頃 

～6月中旬頃 
事前登録の受付 

平成24年6月中旬頃 入札説明書等の公表 
平成24年6月中旬頃 入札説明書等に関する説明会 
平成24年6月下旬頃 入札説明書等に関する第1回質問受付締切 
平成24年7月上旬頃 入札説明書等に関する第1回質問・回答の公表 
平成24年7月中旬頃 入札説明書等に関する第2回質問受付締切 
平成24年7月下旬頃 入札説明書等に関する第2回質問・回答の公表 

平成24年11月中旬頃
参加表明書、資格審査申請書類、入札書及び事

業提案の受付締切 
平成24年12月下旬頃 審査結果通知、結果の公表 
平成25年1月中旬頃 基本協定締結 
平成25年2月中旬頃 仮契約締結 
平成25年3月下旬頃 事業契約書の議決 
平成25年3月下旬頃 事業契約締結  

P8 2 2.2 （1） 

スケジュール（予定） 内容 
平成24年3月30日 実施方針の公表 
平成24年4月27日 実施方針に関する質問・意見の受付締切 
平成24年5月15日 実施方針に関する質問・意見・回答の公表 
平成24年8月中旬頃 特定事業の選定・公表 
平成24年6月上旬頃 

～12月中旬頃
事前登録の受付 

平成24年9月下旬頃 入札説明書等の公表 
平成24年10月中旬頃 入札説明書等に関する説明会 
平成24年10月下旬頃 入札説明書等に関する第1回質問受付締切 
平成24年11月上旬頃 入札説明書等に関する第1回質問・回答の公表 
平成24年11月下旬頃 入札説明書等に関する第2回質問受付締切 
平成24年12月中旬頃 入札説明書等に関する第2回質問・回答の公表 

平成25年2月中旬頃 
参加表明書、資格審査申請書類、入札書及び事

業提案の受付締切 
平成25年3月下旬頃 審査結果通知、結果の公表 
平成25年4月中旬頃 基本協定締結 
平成25年5月中旬頃 仮契約締結 
平成25年6月下旬頃 事業契約書の議決 
平成25年6月下旬頃 事業契約締結  

  


